
にしかわばたパトロール 津島警察署 地域課　

令和８年４月１日に改正道路交通法が一部施行され、１６歳以上の者がおこなった
自転車の反則行為に対して、交通反則通告制度が適用されます。

自転車を乗車する際に気を付けて頂きたい事を下記に記載しましたので参考として
ください。
●ヘルメット

 頭のサイズに合ったヘルメットを着用し、あご紐をしっかりと締めましょう。

●通行場所
車道を通行する際は、左側を走行しましょう。
歩道を通行する時は、車道寄りを徐行して走行しましょう。
歩行車がいる時は、歩行者の妨げないようにしましょう。

●交通ルールを守る
信号を守り、一時停止場所はでは、停止線の直前で止まりましょう。
二人乗りや並進、傘さし運転はやめましょう。
この他にも安全確認をしっかり行う等、当たり前の事ですが、自分の運転を確認し

て安全運転に努めましょう。

　　

令和８年５月号

津島警察署
（代）０５６７－２４－０１１０

警察の相談ダイヤル
♯９１１０

※西川端駐在所の件数は愛西市内の犯罪発生件数の内数です。
※ 自動車関連窃盗は「自動車盗」「部品ねらい」「車上ねらい」です。
（ ）内の数字は内数です。

令和8年3月末現在 津島市 愛西市 あま市 大治町
西川端

駐在所

被害総数 97 77 123 76 6

5 8 10 1 1
(1) (5) (5) (1) (1)
7 4 13 6 1
(1) (2) (3) (3) (0)

自動車関連窃盗　　　　

（自動車盗）

犯　罪　発　生　件　数

侵入盗
（住宅対象侵入盗）

令和8年3月末現在 津島警察署 津島市 愛西市 あま市 大治町
死亡事故 1 1 0 0 0
人身事故 163 39 33 67 24

交　通　事　故　発　生　件　数

西川端駐在所の伊藤です。
４月上旬に西川端町地内において、住

居敷地内で保管中のタイヤが盗まれると
事件が２件発生しています。
過去には、他の場所で金属類や脚立等

も盗まれていますので、施錠が出来る物
置で保管しましょう。
また、不審な人物や車両

を見かけたら、１１０番通
報をお願いします。

西川端町や渕高町でも過去に発生した、高額
なリフォームやソーラーパネルの設置、浄水器
販売等、悪徳商法ですが、あらゆる手を使って、
みなさんの大切な財産を脅かします。
納得した契約であれば良いのですが、無理矢
理契約させられたという事が後を絶ちません。
契約の際は、・一人ですぐに決めない・親族、
友人に相談する等々、悪徳業者のペースに流さ
れない事が重要です。

事件・事故 緊急事案は 110番

警察の相談ダイヤル ＃9110


